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新 旧

高知県木の香るまちづくり推進事業費補助金交付要綱

第１条～第４条 「略」

（補助の条件）

第５条

(１) 「略」

(２) 補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに知事に報告

し、その指示を受けること。

(３)～(11) 「略」

２ 「略」

第６条 「略」

（事業期間の延期）

第７条 補助事業が予定の期間に完了しない場合は、別記第４号様式による事業期間延

期届出書を知事に提出すること。

（実績報告等）

第８条 規則第11条第１項の補助事業等実績報告書の様式は、別記第５号様式による

ものとし、補助事業者は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補

助事業の実施年度の３月31日のいずれか早い期日までに、所管の林業事務所を経由し

て、正副２通を知事に提出しなければならない。

２ 「略」

３ 補助事業者は、第５条第１項第７号ただし書の規定により補助金の交付の申請をし

た場合は、第１項の補助事業等実績報告書を提出した後に、消費税の申告により当該補

助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額（前項の規定により減額

した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額）を速やかに別記第６号

様式により所管の林業事務所を経由して、知事に報告するとともに、当該金額を県に返

還しなければならない。

（繰越しの承認の申請）

第９条 補助事業者は、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、補助事業の繰越し
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第１条～第４条 「略」

（補助の条件）

第５条

(１) 「略」

(２) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった

場合においては、速やかに知事に報告し、その指示を受けること。

(３)～(11) 「略」

２ 「略」

第６条 「略」

「追加」

（実績報告等）

第７条 規則第11条第１項の補助事業等実績報告書の様式は、別記第４号様式による

ものとし、補助事業者は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補

助事業の実施年度の３月31日のいずれか早い期日までに、所管の林業事務所を経由し

て、正副２通を知事に提出しなければならない。

２ 「略」

３ 補助事業者は、第５条第１項第７号ただし書の規定により補助金の交付の申請をし

た場合は、第１項の補助事業等実績報告書を提出した後に、消費税の申告により当該補

助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額（前項の規定により減額

した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額）を速やかに別記第５号

様式により所管の林業事務所を経由して、知事に報告するとともに、当該金額を県に返

還しなければならない。

（繰越しの承認の申請）

第８条 補助事業者は、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、補助事業の繰越し
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をする必要がある場合は、別記第７号様式による繰越承認申請書を補助事業の実施年度

の３月31日までに提出し、知事の承認を受けなければならない。

（グリーン購入等）

第10条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定め

る「高知県グリーン購入基本方針」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとし、調

達する木材・木材製品等においては、その原料とされる原木が生産された国における森

林に関する法令に照らして適法であるものを使用しなければならない。

（情報の開示）

第11条 補助事業又は補助事業者に関して、高知県情報公開条例（平成２年高知県条

例第１号）に基づく開示請求があった場合は、同条例第６条第１項の規定による非開示

項目以外の項目は、原則として開示するものとする。

（委任）

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、知事が別

に定める。

附 則

(施行期日)

１ この要綱は、平成25年３月18日から施行する。

(失効期限等)

２ この要綱は、令和９年５月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づ

き交付された補助金については、第５条、第８条第３項及び第11条の規定は、同日以

降もなおその効力を有する。

附 則 この要綱は、平成26年３月28日から施行する。

附 則 この要綱は、平成27年３月24日から施行し、平成26年度事業から適用る。

附 則 この要綱は、平成27年４月22日から施行する。

附 則 この要綱は、平成28年４月１日から施行する。

をする必要がある場合は、別記第６号様式による繰越承認申請書を補助事業の実施年度

の３月31日までに提出し、知事の承認を受けなければならない。

（グリーン購入等）

第９条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める

「高知県グリーン購入基本方針」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとし、調達

する木材・木材製品等においては、その原料とされる原木が生産された国における森林

に関する法令に照らして適法であるものを使用しなければならない。

（情報の開示）

第10条 補助事業又は補助事業者に関して、高知県情報公開条例（平成２年高知県条

例第１号）に基づく開示請求があった場合は、同条例第６条第１項の規定による非開示

項目以外の項目は、原則として開示するものとする。

（委任）

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、知事が別

に定める。

附 則

(施行期日)

１ この要綱は、平成25年３月18日から施行する。

(失効期限等)

２ この要綱は、令和９年５月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づ

き交付された補助金については、第５条、第７条第３項及び第10条の規定は、同日以

降もなおその効力を有する。

附 則 この要綱は、平成26年３月28日から施行する。

附 則 この要綱は、平成27年３月24日から施行し、平成26年度事業から適用する。

附 則 この要綱は、平成27年４月22日から施行する。

附 則 この要綱は、平成28年４月１日から施行する。
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附 則 この要綱は、平成30年４月２日から施行する。

附 則 この要綱は、平成31年３月27日から施行する。

附 則 この要綱は、令和元年６月21日から施行し、令和元年度事業から適用する。

附 則 この要綱は、令和２年３月23日から施行する。

附 則 この要綱は、令和３年３月22日から施行する。

附 則 この要綱は、令和４年３月24日から施行する。

附 則 この要綱は、令和５年３月30日から施行する。

附 則 この要綱は、令和６年３月21日から施行する。

附 則 この要綱は、令和７年３月27日から施行する。

別表（第３条関係） 「略」

(注) １「略」
２「略」

３ 特段の事情がある場合を除き、県に対し次のことを協力するものとする。

(１)広報資料への掲載

(２)見学会等における場所の提供

附 則 この要綱は、平成30年４月２日から施行する。

附 則 この要綱は、平成31年３月27日から施行する。

附 則 この要綱は、令和元年６月21日から施行し、令和元年度事業から適用する。

附 則 この要綱は、令和２年３月23日から施行する。

附 則 この要綱は、令和３年３月22日から施行する。

附 則 この要綱は、令和４年３月24日から施行する。

附 則 この要綱は、令和５年３月30日から施行する。

附 則 この要綱は、令和６年３月21日から施行する。

「追加」

別表（第３条関係） 「略」

(注) １「略」
２「略」

「追加」
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別紙２ 「略」 別紙２ 「略」
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別紙２「略」 別紙２「略」
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「追加」
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別紙２「略」 別紙２「略」
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別紙３－１「略」

別紙３－２「略」

２「略」

別紙３－３「略」

別紙４「略」

別紙３－１「略」

別紙３－２「略」

２「略」

別紙３－３「略」

別紙４「略」


